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経済企業委員会会議録 

 

平成２７年７月２２日 水曜日 

  午後１時０５分開議 

  午後３時３８分閉議（実時間１１６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．所管事務調査 

 ・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

  （スーパー元気券の販売状況と結果につい

て） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  増 田 一 喜 君 

副委員長  野 﨑 伸 也 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  笹 本 サエ子 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  松 永 純 一 君 

委  員  村 上 光 則 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

経済文化交流部長    池 田 孝 則 君 
 
  経済文化交流部総括 
            宮 村 明 彦 君 
  審議員兼次長 
 
 
  商工政策課長補佐兼 
 
  スーパー元気券事業 嶋 田 和 博 君 
 
  推進室長 
 

 商工政策課長    川 野 雄 一 君 

                                

○記録担当書記     土 田 英 雄 君 

 

（午後１時０５分 開会） 

○委員長（増田一喜君） 皆さんこんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）それでは、定

刻となり定足数に達しましたので、ただいまか

ら経済企業委員会を開会いたします。 

                              

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

○委員長（増田一喜君） 本日は、産業・経済

の振興に関する諸問題の調査を議題とし、調査

を進めます。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（ス

ーパー元気券の販売状況と結果について） 

○委員長（増田一喜君） それでは、スーパー

元気券の販売状況と結果について、執行部から

発言の申し出があっておりますので、これを許

します。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、経済文化交流

部長、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）経

済文化交流部の池田でございます。本日は大変

お忙しい中にお集まりをいただきまして、まこ

とにありがとうございます。 

 元気券の販売状況等の説明の前に、市民の皆

様を初め、委員の皆様に対しまして、改めまし

ておわびを申し上げたいと思います。 

 今回の元気券の販売に当たりましては、販売

所に来られない方々への購入機会に配慮すると

ともに、市民の皆様方に幅広くお使いいただけ

るよう、事業設計を行ったところでございま

す。しかしながら、予想をはるかに超える市民

の皆様がお見えになり、長時間お待たせしたこ

とに加え、状況説明等の配慮も行き届かず、ま

た周辺道路においても交通渋滞を引き起こすな

ど、多くの方々に多大なる御迷惑をおかけする

結果となりました。担当部長として、市民の皆
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様を初め、議員の皆様方に深くおわびを申し上

げたいと思います。大変申しわけございません

でした。（｢すみませんでした」と呼ぶ者あ

り）今回の事態を重く受けとめ、今後市民の皆

様の信頼回復に向けまして、一生懸命努めてま

いりたいと思います。 

 それでは、スーパー元気券の販売状況と結果

につきまして、嶋田スーパー元気券事業推進室

長が御報告をいたしますので、どうかよろしく

お願いいたします。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田商工政策

課長補佐兼スーパー元気券事業推進室長。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。スーパー元気券事

業推進室長の嶋田です。 

 改めまして、市民の皆様を初め、議員の皆様

方に大変御迷惑をおかけしましたことを、担当

責任者として深くおわびを申し上げたいと思い

ます。大変申しわけありませんでした。 

 それでは、座って説明させていただきます。

（委員長増田一喜君「はい、どうぞ」と呼ぶ） 

 お手元に配付しております資料をごらんいた

だきたいと思います。 

 スーパー元気券のまずは販売結果について、

御説明を申し上げます。一番上の表にあります

とおり、７月の４日、５日、この土日は本庁舎

で集中販売をいたしております。６日の月曜日

につきましては、本庁分が集中販売で販売終了

したことを受けまして、各支所及び南部市民セ

ンターのみの販売となっております。 

 まず、７月４日土曜日の申請件数から申し上

げます。申請件数は６９０８件、うち代理件数

が５０２８件、実際に窓口にお越しになって御

購入なさった人数は１９３１人、販売冊数は６

万７３２６冊となっております。 

 集中販売２日目、５日日曜日につきまして

は、申請件数が２８８３件、うち代理件数２１

２３件、実際に窓口に足をお運びいただきまし

た方は７９５人、販売冊数は２万７８７４冊と

なっています。 

 続きまして、７月６日月曜日、支所及び南部

市民センターでの販売状況ですが、合計で申請

件数が１５０２件、うち代理件数が１３０９

件、窓口に来られた方は２１２人、販売冊数が

１万４８００冊、これを合計しますと、申請件

数総数で１万１２９３件、うち代理件数が８４

６０件、窓口に実際お越しになった方が２９３

８人、販売冊数総数で１１万冊となっておりま

す。 

 続きまして、申請者お１人当たりの購入冊

数、平均冊数になりますが、９.７冊、１人当

たり１０冊を限度としておりましたので、ほぼ

限度に近い冊数を御購入いただいております。

窓口に来られて実際に購入されたお１人当たり

の購入冊数は３７.４冊となっております。そ

して、特に大量の購入された方、３００冊以上

の購入者としては１６人、うち最高購入冊数は

６２０冊、金額にしまして６２０万円というふ

うな結果となっております。 

 つきまして、販売当時の状況について簡単に

御説明を申し上げたいと思います。 

 販売状況につきましては、７月４日土曜日午

前７時３０分の段階で、行列と敷地内に滞留さ

れてる市民の皆様方推定１０００名を超えるよ

うな状況になっておりました。午前８時に販売

所を開場し、場内の整理のために、入口にて整

理券を配付し、販売開始時間は約３０分繰り上

げ、８時３０分から開始をいたしました。その

後、お１人当たりの購入平均冊数や、１時間当

たり何名の方の受付が可能かどうか、そういっ

た状況等を勘案して、その日４日の販売者数を

２０００名と決定し、その後、庁舎外の皆様に

も整理券を配付すると同時に、完売の告知を行

うこととしました。 
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 しかしながら、２０００名の当日分の整理券

を配付したにもかかわらず、なかなか行列は解

消せず、しかもそれ以降の方々への告知につい

ても、この広い市役所の敷地一帯にできた行列

の皆様方に周知することが非常に困難な状況も

あり、列はさらにふえ続けてまいりました。 

 そして、１１時前後には３０００名を超える

行列となり、市役所敷地外の周辺道路にまで行

列があふれ出し、体調不良者も発生し、来場車

両とも相まってですね、緊急車両の通行の支障

も出てきたというようなことで、大変危険な状

況となりました。 

 そのため、安全を優先するため、やむを得ず

翌日の５日分の整理券を配付し、行列の解消を

図ったところでございます。その結果、整理券

を配付した方々の分だけで、本庁の販売冊数を

超え、完売する形となりまして、５日の日曜日

以降に購入を予定されておられた方々に大変御

迷惑をおかけいたしました。さらには、７月６

日の支所等での販売も混雑を招くといった結果

となってしまいました。 

 今回の混乱を受けまして、どこにそういった

原因があるのかということでですね、まずは制

度設計の部分でどういった問題点があったのか

というようなことを検証する上で、前回、６年

前に実施いたしました元気券事業と、今回のス

ーパー元気券事業について比較をした表をつく

ってみましたので、次のページをごらんいただ

きたいと思います。 

 対照表になっておりますけれども、まず発行

形式ですが、前回は５００円券の１１枚つづ

り、プレミアム率１０％です。今回は１０００

円の１２枚つづり、プレミアム率２０％となっ

ております。 

 販売価格は、前回は５０００円、今回は１万

円、倍の規模になっております。プレミアム率

も倍の率となっております。 

 発行総数につきましては、今回が１１万冊、

前回は５万冊ということで、２.２倍の規模と

なっております。 

 販売総額は１１億円、前回は２億５０００万

円です。これ、販売総額が４.４倍の規模とな

っておりました。 

 発行総額、券面総額になりますが、今回は１

３億２０００万円に対して、前回は２億７５０

０万円ということで、発行総額でいいますと

４.８倍の規模となっております。 

 購入限度額は、券面が５００円と１０００円

と違いがございますので、いずれも１０冊とし

ておりましたが、スーパー元気券の場合は１０

万円、額面にして１２万円、元気券の場合は１

０冊の５万円、券面額で５万５０００円という

ふうになっております。 

 発売に関しましては、今回、７月４日土曜日

から発売して３日間で完売、前回は土曜日、日

曜日の集中販売を経て、月曜日からの通常販売

に移行して６日間での完売となっております。 

 販売場所につきましては、今回は本庁、各支

所、南部市民センターの７カ所、前回は、本

庁、各支所、南部市民センターに加え、商工会

議所、商工会、中心部の４商店街でも販売をい

たしております。 

 配付冊数につきましては、今回、集中販売分

として土日で５万６０００冊を予定し、その残

りの５万４０００冊を旧市町村の単位の人口比

で按分した結果、ごらんの表のとおりとなって

おります。前回につきましては、人口比及び商

工会、商工会議所、商店街等の配付分を勘案し

た形で５万冊をごらんのとおりの割り当てで販

売をいたしております。 

 代理申請につきましては、前回、今回ともに

代理申請は認めておりました。使用期限につき

ましては、前回は３カ月間、今回は約６カ月間

と倍の期間の設定となっております。 

 使用限度額につきましては、元気券は１人当

たりの購入限度額である５万５０００円を１回
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当たりの使用限度額として設定をしておりまし

たが、今回は、使用限度額は設定をいたしてお

りませんでした。 

 換金につきましては、今回は券面１０００円

をそのまま同額を換金、前回も５００円を同

額、しかしながら、大型店舗については２％の

換金手数料を徴収しております。 

 換金振り込みにつきましては、前回は月２

回、今回は資金繰り等を考慮して月３回という

ことで、実施をする予定としております。 

 次に、取り扱い事業所数なんですが、今回も

前回同様、１４００社を超える事業所に登録を

いただいているところでございます。 

 次に、広報活動ですが、前回の元気券事業の

ときのホームページや新聞折り込みチラシ、エ

フエムやつしろ、広報やつしろ、広報車などに

加えて、今回は、ケーブルテレビや電光掲示

板、またいろいろな無料のパブリシティーを活

用し、さらには街頭でのチラシ配りなども実施

をしたところでございます。 

 販売窓口数につきましては、本庁の窓口は前

回の４窓から１３窓に増設をして対応したとこ

ろでございます。スタッフの体制につきまして

も、前回の約３倍ぐらいの体制を整えて臨んだ

ところではありました。 

 あと、駐車場につきましてもですね、今回は

市職員の駐車場に加え、公用車も全て近隣の駐

車場に移動させて公用駐車場も一般開放するこ

とによって、少しでも台数をふやして対応した

ところでございます。 

 以上が、前回事業と今回事業との比較であり

ます。参考になりましたかどうかわかりません

が、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 事業をされて、いろん

な苦労をしながらですたい、事業をされて、何

かこう市民の反響があって、それで何かこう、

きつい思いをされている中なんですが、非常に

市民の関心の高い問題なんですね。だから、ち

ょっときつい言い方をするかもしれませんが、

その辺は御理解願いたいというふうに考えま

す。冒頭に断っておきます。 

 で、今嶋田室長さんのほうから、検証と、前

回の元気券との検証という言葉だった、比較と

いうことで検証したということだったんです

が、ただ比較したばっかですよね。検証にも何

にもなっとらぬじゃなかですか。で、今回、こ

のような大騒動になって、何が起きたと思っと

る、何をして何がどうなったっていうとが検証

だと思うとですよ。ただ比較したばっかりだ

ん、反省にもなっとらぬし、何が起きたと認識

されとっとかということについて、まず聞きた

い。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。私どものほうでも

予想以上の集客といいますか、市民の皆様が駆

けつけられたということで、この反応、前回事

業を踏まえながら、周辺自治体の状況なども考

慮した上で、直接販売、先着順でやっていける

というふうに判断をしたわけですが、結果的に

これが間違っていたということについて、なぜ

なんだろうというようなことで、いろいろと考

えたところです。 

 幾つか考えられるのが、非常に消費意欲をか

き立てることとなった比較的高い１人当たりの

購入限度額の設定や、１回当たりの使用限度額

の撤廃、それに購入しやすい代理制度の導入、

そういったさまざまなもの、それに比較的告知

が進み、市民の皆様方への浸透度が高かった



 

－5－ 

と、そういったさまざまな要因が重なったこと

で、想像を上回るような反響があったものと考

えております。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 最初に謝んなったです

よね、済いませんでしたと。で、何をもって謝

ったのかなというふうにも考えるとですよ。迷

惑をかけたからなのか、果たしてこの事業が失

敗したという認識から謝られたのか。ただ頭下

げれば、謝ってそっでこらえっくだはいよって

話じゃなかと思うとですよね。これ、いろん

な、それは現場であった人は、もっと私たちよ

り臨場感のある非難ば受けとんなっとでしょう

けん、何で謝ったっだろうかなと思うとです

よ。失敗て思とんなっとですか。どげん考えと

んなっとですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。（委員亀田英雄君

「並ばせたけんですかね。だけん、その辺ばま

ちっと言うてくださいよ。ただ謝れば済むって

話じゃなかと思いますよね」と呼ぶ） 

 はい。結果的にですね、最終的に１万１００

０人余りの方々には行き渡ったわけですが、こ

の制度設計についてもう少しやっぱり公平公正

に、広く多くの方々に行き渡らせるべきではな

いかというような御意見もたくさんいただいて

おります。 

 で、今回ここまで混乱するであろうというこ

とを想像というかですね、予見できなかったこ

とに関して、結果的に多くの人に大切な貴重な

時間を消費させてしまったと、そういったよう

なこと、そういうのを含めてですね、おわび申

し上げた次第でございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 時間の消費という言葉

もありましたが、税金を使ってしよる仕事です

よね。で、その成果が今度は１４億円ですか

ね、その出した部分もあっとですが、このよう

な多額な金を動かした中で、時間の消費だけで

すか、その今反省の話はですね。税金をこれだ

け、多くの、多額の税金を使ってした仕事に対

してですたい、もうちょっと言葉の重ねようの

あっとじゃなかろうかと思いますがね。 

 今の話じゃ、多分聞いた人たちは、あのくら

いの話かてしか思わっさんどと思うとですばっ

てんが、もうちょっとこの会議に臨むときにで

すたい、何ばせんば、きょう言わんばんとかて

いうとば、しっかり臨んできて話はしてもらわ

んば困っですよ。興味を持って、多分きょうは

ネットはパンクするような人間が見とります。

そこできちんと話をしてもらわんと。やっぱだ

けんきつく言い方もせんばじゃんなかですか。

何が起きたかという検証をしてですたい、結果

的にこん事業はどうなっただろうかという話ま

で、聞かれる前に自分からせんといかんと思い

ます。その日の総括はきちんとしてください

よ。せんばあって、きょうん会議意味んなかで

すばい。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。亀田委員おっしゃ

いますとおり、やっぱり希望される方々には全

員に行き渡らせることができるような、そうい

った制度設計をすべきではなかったのかという

ことを、今さらながらではありますが、反省を

しているところでございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 本事業は広くという話

ばしなったですよね。結果的にそれに沿ったや

り方ではなかったちゅうことですかね。言葉ん

重ならんけん、一つ一つ聞いていきますよ。 

 どんな考えなっとですか。それに沿ったやり

方であったのか、なかったのか。目的に合っ
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た、事業の趣旨に合ったやり方だったのか。ど

のようにその辺の考えておられるとですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。この事業につきま

しては、国のほうで消費喚起型の交付金事業と

いうことで、たんす預金を引き出したり、財布

のひもを緩めたりすることによって消費を喚起

して、そして経済の好循環をというようなの

が、そもそもの目的でございます。 

 しかしながら、再三おっしゃいますとおり、

やっぱり税金を活用するということでは、まず

もって購入を希望される皆様方全員の要望に応

えられるような、そういった制度設計から入る

べきだったのではないかというふうに反省をし

ているところでございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） なら、やり方が悪かっ

たちゅう話ですかね。じゃあ一つ、やり方が悪

かったのか、結果として成功したのか、成功し

なかったのか、その効果が発揮できるような結

果があったのかていう部分について、具体的に

言ってほしい。何かはぐらかすような言い方を

せんでもですたい。そうしたほうがかえってよ

かっじゃなかですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 現実問題として１１万冊

が早期完売をしたと、結果的にこれは確実に消

費に結びつくという意味ではですね、目的、そ

の消費喚起という意味での目的は達成されたも

のと思います。 

 しかしながら、多くの市民の皆様方の御要望

にお応えすることができなかったという部分で

は、やっぱりこの制度設計については不備があ

ったのではないかというふうに考えておりま

す。（委員亀田英雄君「結果についてはいかが

ですか。まだ結果は出とらんか。いいです」と

呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） はい、ほかにありま

せんか。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。そもそもきょう

の委員会が何のために開かれたのか、ここに書

いてありますとおり、いろんなうわさが出て、

多額の購入者が何名もいるとか、固定的には名

前までうわさが出とる。そのあたりをちゃんと

資料に基づいて結果を発表するだけの委員会な

のか、ここが一番大事なところですね。それな

ら今おっしゃったとおり、そんとおりですねで

終わっとでしょうけど、この委員会何のために

開かれるんですか、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 私に質問ですか。 

○委員（前垣信三君） 何のために開かれるん

ですか、きょうは。 

○委員長（増田一喜君） 今回の騒動があった

ということで、これについて先ほどの室長も言

いましたけれども、どういう計画でこういう結

果になったのかという、そこらあたりの総括と

いうかな、そういうのを報告してほしいという

ことで開いた次第でございます。 

 はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。ということは、

今その担当課から話があって、私たちがこの聞

きおいて不信に思うところを質問をして、それ

でこの委員会はいいんですか。変な話ですけ

ど、本来なら１人１０冊までで、代理でお買い

になった。本当は代理の方が使われて初めてそ

の意味があるわけだな。全然不特定多数の代理

人の方の名前が使われて、その人たちは券を使

わない。で、大体このやり方自体に大きな間違

いがあるんじゃないかと思うんですよ。 

 なら、市報なり広報なり出して、ちゃんと買
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われた方が使ってくださいというような広報等

をされるとか、それなら意味があるんですけ

ど、してしまいました、結果残念でした、失敗

でしたで委員会するのは、何の意味もないと思

うんですよね。 

 このちゃんとした結果を、市報でも載せれば

皆さんに知れ渡ることだけん。私はこれから先

が大事と思うんですね。どうされるのか。 

 余分な話ですけど、私はすぐ経済委員会の委

員の名刺を見せて税務署へ行ってきました。何

か税務上の問題はないんですかと。基本的には

１人当たりの金額は少ないから、贈与かれこれ

はないでしょうけれども、当然その依頼をされ

た人から金はもらわれたわけでも何でもないで

すから、贈与はないでしょうと。ただ、何らか

の形のその人の権利をまとめて使うわけですか

ら、何らかの法的なものはあるかもしれませ

ん。それはちゃんと調べてお知らせをしますと

いうことで終わったんですよ。 

 だから、執行部がそのあたりまで含めて、も

う売ってしもうた、もうしょんなかなで終わる

のか、何かほかの税法上の問題はないのか、こ

のあたりは検討されたことはないですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい、た

だいま委員さんの御質問でございますが、事業

所へのですね、協力依頼ということで、文書で

お願いなんですが、例えば大量消費者への確認

ということで、本来の購入者の同意を得ている

のかと、そういったですね、確認をとるような

お願いの文書も配布をいたしておりますし、ま

た、大量使用者にはですね、換金時に市が随時

聞き取り調査を行うということで、ぜひ事業者

のほうも御協力をお願いしたいという中身も添

えております。 

 それから、事業者がみずから事業に使用する

ことは禁止されております。そういった禁止項

目についてもですね、文書の中にですね、ぜひ

お願いしたいということで依頼をしてるという

ことです。 

 もう一つは、使用することなくですね、自家

換金といいますか、そういったこともないよう

に、ぜひぜひその確認も、ぜひお願いをしたい

と。市のほうでは、申請者の購入した冊ナンバ

ー並びに券ナンバーあたりも管理をしています

よというようなことも申し添えまして、一応文

書でお願いをしているという状況ではありま

す。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。購入された方の

ものという話もされましたが、私もほかのある

取扱店で、実は八代市以外の人が大量に持って

きて、うちで支払いをされたという話もあるん

ですよ。で、買われるのは委任状ですから、八

代市の人の委任をもらえば誰でも買えるんです

けど、金の出所は市外の人が金を出して、実際

使われておるのは、市外の人が使われておる事

実も確認はしてきておるんですよね。 

 今おっしゃったみたいに、大量の人に限って

もそうなんでしょうが、ある程度の通知なり告

知をされて、ちょっとまたその取扱店にもです

ね、今おっしゃったみたいな、ある程度の徹底

をされぬと、基本的には他人の権利を勝手に使

うわけですから、このあたりはもうちょっと徹

底したことをされぬと、きょうの委員会が、報

告を受けて失敗でしたどうのこうのという委員

会ならあんまり意味がないと思うとですよ、た

だ、数字が正確にわかっただけであって。これ

からどうするかというのが一番大事と思うんで

すが、正直言って、課長補佐だけがやり玉に上

がっとっとですが、まちにはあら市長責任ぞと

いう話も、担当部はどう思っとられるのか、八

代市がどう思われてあるのか、これが一番大事

じゃなかろうかなと思うとですが、そのあたり

はどうですか。 

○委員長（増田一喜君） 池田部長。 
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○経済文化交流部長（池田孝則君） はい、今

回のケースを考えた場合ですね、何が混雑の原

因だったのかということを、もう一度精査する

必要はあろうかなというふうには思っていま

す。 

 また、今後同じような事案といいますかね、

他の部署でもこういった事柄も恐らくされる場

合も出てこようかと思いますので、そういった

場合に、今回のことを市全体の共通課題といい

ますか、１つの教訓として、ぜひこういった混

雑が起きないような制度といいますか、経験を

生かしていきたいというところはしていきたい

というふうに思っています。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） はい、ほかにありま

せんか。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） この今回のスーパー

元気券、額も多いと、それから２割増しという

ことでね、非常にやっぱり市民の関心はすごく

高かったと。 

 そういう中で、担当課に置かれましては、一

生懸命取り組まれたのを、私もそばにいてよく

わかっております。 

 で、初期の段階では、取扱店というのがね、

前回の半分強にしか達してないというようなこ

ともあって、宣伝をね強化されたということも

わかっております。で、街頭での宣伝もされた

ということも本当にわかっております。 

 しかし、その結果がね、この表にもあらわれ

ているように、比較対照してあるけれども、や

っぱり委任状を預かって大量に購入されたとい

うことがありますよね。ここのところで、委任

状のあり方がどうだったのかということをまず

検証せにゃいかぬと思うんですね。で、私が知

る限りでは、委任状は依頼をされた人のはね、

身分証明書も何も要らないと、預かってきた人

が身分証明書、保険証を持ってという話を聞き

ました。 

 だから、やっぱり依頼をした人、住民票にね

住民登録されている人ということだったけれど

も、本当にそれが住民登録されていた人かどう

かというのを確認するためには、その方の身分

証明書なりね、何らかの証拠がないといけなか

ったんじゃないかなということで、委任状問題

でもね、やっぱ深く検証する必要があるんじゃ

ないかなというふうに思いますし、それから、

１人でたくさんのね額を、ここにも出てますけ

れども、最高６２０万円。うわさ話、情報とし

てはね、八代市で１０００万が１人、鏡で１

人、５００万が鏡で２人とか、情報がこう飛び

交いましたよね。 

 そういう中で、私が当日電話いただいた方

は、体に障害があって、高齢者の方でした。そ

れで、今回の取り組みをね、わずかな金しかな

いけれども、やっぱり年金が少ない中で、楽し

みにしておりましたと。笹本さん、今回の結果

はどうも金持ちさんにはよかったけれども、私

たち貧乏人はね、本当に何か寂しい思いをしま

したと。本来ならそういう人たちがね、ああよ

かったなと思うような制度でなくちゃいけなか

ったんじゃないでしょうかと、痛切なお電話が

かかってきたんですね。だから、そのあたりも

もうちょっとね、深める必要があると。金持ち

さんにはよくて、さらによくて、自分たちには

何にもなかったと。そして、当日場所に、そこ

にも行けないからというようなことだったです

ね。 

 だから、委任状のあり方の問題はきちっと検

証してほしいということと、それから、さっき

部長が事業者、購入者の追跡調査とかね、どう

いうふうに使ったかとか、こういうのもね、今

後ずっと明らかになっていくと思いますけれど

も、何しろ今年度いっぱいの問題ですからね。

かなり担当課としては御苦労があると思います
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けど、そのあたりは時間がかかることだけど

も、きちんと検証して市民に返していくという

ことが大事じゃないかなと。 

 それから、委任状の問題は、もう早急にね、

本当はここの場にね、こういうところが不備だ

ったということが明らかになってもいいんじゃ

ないかと私は思うんですですね。だから、少し

時間が要することと、検証と、それからここの

場に間に合う検証、これをやっぱ区別して提案

されないと、私たち経済企業委員会に属する議

員は非常に悩むわけですね。そこんところをや

っぱりきょうもわかっているところは答えてい

ただいて、検証を要する、時間が要するところ

は、もっとこれから時間を要するところは後で

いいですから、きちんと検証したものを返して

いただきたいということです。 

 それから、もう１つは、最初の整理券配られ

たときのことをね、やっぱりやむなくいろいろ

と研究されて配られたと思うけど、当日来て並

んだと、そしたらもう満杯で入れませんという

看板が出てたと。だから、正直に自分たちは帰

りましたと。しかし、その後また来てみたら、

やっぱり並んでおられたと。その人たちにはど

うも整理券が配られたみたいだというようなお

話ですね。 

 担当課としてはね、非常に苦労しながら、そ

の場、その場でね対応されたんだと思うけど、

そのあたりのやっぱり先読みっていうかな、先

読みをして、ここまでだという決め事を示した

ら、それ以上のことはしないぞということをし

ないと、市民からしてみたら、自分はとうとう

このね、スーパー元気券を購入できなかったん

だという人もいます。それから、何とかして、

ほかの鏡や坂本に行って購入できましたという

人もいました。 

 だから、やっぱりこうだと決めたら、みんな

で決めたら、それを動かさないこと、ぶれない

ことが１つ大事じゃないかなと。これは整理券

を配ったときの行政の対応の仕方を私聞きなが

らね、そう思ったとこです。だから、この問題

については、非常に担当課としては並々ならな

い努力をされたというのはよくわかっておりま

すけれども、ただ、予想できなかった事態に対

して、今言えることは、整理券の配り方はどう

だったかと、それから、委任状の扱いはどうだ

ったかと、このあたりをね、きちんと検証して

いくということが大事じゃないかなと、今私が

言えることです。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） 意見。質問ですか。

（委員笹本サエ子君「お答えになれれば、答え

てください」と呼ぶ） 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。代理申請の件につ

きましては、確かに委任を受けてこられた受任

者の方は、免許証あるいは保険証などの公的証

明書で本人確認いたしております。 

 一方、委任者、いわゆる申請者の方について

はですね、全て購入申請書に住所、氏名、生年

月日、連絡先である電話番号等を御記載いただ

いておりますが、その内容について、今回発売

に当たり、改めてプログラムをつくりまして、

住民基本台帳のデータベースを活用した購入履

歴の管理システムをつくりまして、お一方お一

方申請書の委任者の方の住所は、肩書きまでで

すね、番地とか、アパートの部屋の番があれ

ば、部屋番まで記載された住民票どおりの住所

が記載されているか、お名前は正確に書いてあ

るか、生年月日に誤りがないか、そういった４

項目について全てしっかりとチェックをいたし

まして、そこでもし記載に誤りがあれば、その

場で電話をしていただく、あるいはこちらから
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電話をする。そういった対応まではとったとこ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） じゃあ、今の嶋田責

任者のお話だと、依頼された委任をした人につ

いても八代市民にあり、間違いはないというの

を確認して行ったということですね。 

○委員長（増田一喜君） 嶋田課長補佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。住民基本台帳のデ

ータを活用して、その中身について全て把握を

した上で、八代の住民かどうかというのを確認

しております。 

 現実、私が窓口に立った際に、八代の住民登

録のない、架空の方といいますか、住所の転入

の手続をなさっていらっしゃらなかったのかど

うかわかりませんが、そういった住民登録に記

載のない方の申請もありましたので、そういっ

たのは申請をお断りしたというようなこともあ

りました。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにはありません

か。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） 非常に市民が今回だけ

は関心を持っておられます。私も、もうきのう

まで会合をするたびに、もうこれは議員さん、

あたたちゃ何ば見てこういうことしたっかと、

非常にもう怒られました。 

 そういうことでですね、このスーパー元気券

のまず趣旨を、先ほどちょっと言われたと思い

ますが、もう１回ですね、趣旨は何なのか。こ

れを１つ説明してください。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。今回の交付金事業

につきましては、消費喚起型と地域創生先行型

というのがございまして、今回私どもが取り組

みましたのは、消費喚起型の交付金事業になり

ます。これにつきましては、消費を喚起するこ

とによって、地域経済の活性化を図ろうという

ようなことが、大きな趣旨でありました。 

 しかしながら、私ども本市としましては、前

回同様ですね、市民生活の安定というところに

も視点を置きまして、市民生活の支援といった

ところも加味して、できるだけ多くの人に御購

入いただき、そして一般的な消費である小売り

や飲食とか、サービスとかのみならずですね、

生活の支援になるように、医療・福祉や介護、

そして教育や学習支援とか、そういったさまざ

まな分野に使えるように工夫はしたつもりでは

ありますが、結果としては、なかなかその趣旨

が達成できなかったという部分でございます。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） 市民に支援をするとい

う考えだったと。今、市民の方はですね、それ

どころか、もう先ほども言われたように、金持

ち優遇の政策だったと言って非常に怒っておら

れますが、この１０万市民の２割しか購入をさ

れていない。それだけでもですね、この政策が

ですね、非常に間違いであったと。私も非常に

もう何とも文句言おうごっしてしょんなかっで

すよ。皆さんがもう家まで来てからですよ、押

しかけて来られたんですから。 

 それで、この事業設計を先に言われてました

けれども、事業設計はこれは部長も、今は室長

もおられますが、どういうメンバーで事業設計

されたんですか。 

○委員長（増田一喜君） 嶋田課長補佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。今回のスーパー元
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気券の事業設計につきましては、国のほうの２

月の国会での成立を受けまして、３月の定例会

で補正予算を組ませていただいた次第でありま

すが、それを前後しまして、当時の商工振興課

時代から大枠の制度設計を始めまして、そして

４月に室が立ち上がりまして、その３月から４

月にかけての時期に協議を重ねながら、さまざ

まな御意見をですねいただきながら、制度設計

を進めてきたところでございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） そのメンバーですが、

メンバーには副市長、もちろん市長が最後には

ですね、オーケーを出すわけですが、きょうは

ですよ、副市長あたりも来て説明してもよかじ

ゃなかですか。入っとっとでしょう、メンバー

には副市長あたりが。 

○委員長（増田一喜君） 嶋田課長補佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。基本的な制度設計

は商工振興課と４月以降のスーパー元気券事業

推進室で骨格を決め、そして部内で協議をした

と。最終的には報告は市長、副市長にもいって

はおります。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） 最高責任者市長ですか

ら、しかし副市長ももちろん入っとるでしょ

う。副市長あたりも来て、きょうおわびをして

よかっじゃなかですか。 

 私は市長のあれよりも、副市長の今回のあれ

は非常に政策的に入っとっとじゃなかろうか

と。その政策審議官あたりもこの事業には話し

合いには入っとっとでしょう。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。おわびに関しまし

てはですね、記者会見の場、ホームページ上、

そして６月定例会の最終日と、市長のほうが市

民の皆様方に向け、おわびを申し上げておられ

るところでございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 一応、ちょっと引き継

ぎます。 

 市長は最終日に言うたた、混乱を招いたてい

う、そんくらいの話だったですたい。で、それ

から何日か経ってですよ、いろいろ検証して何

が悪かったかという話ばですたい、やっぱ事務

方の責任者の副市長あたりがここに来てせん

ば、それは議会軽視だもん。そうやって部長と

担当ばっかりがぎゃんとこっでたい、済んまっ

せん、済んまっせんという話で、陳謝して済む

ごたっ話じゃなかでしょうがっ、て私は思いま

す。ちょっと引き継いだ話ですが。それは、市

長があそこで話した話は全然違うでしょう、そ

ういう意味と。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） まず、こ

の元気券のですね、制度設計につきましてはで

すね、先ほどの室長からもお話ございましたよ

うに、３月までは商工観光部でしたかね、それ

から４月からは経済文化交流部の中でですね、

やはりどういった仕組みでいくかというような

ことはですね、一生懸命考えた中でしている

と。特に、この面の運用につきましてはです

ね、やはり事務方で進めているというようなと

ころはございます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工政策課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） はい、商工政

策課の川野でございます。 

 制度設計に関しましては、大枠が４月１日の

推進室のスタートまでは、旧商工振興課で進め

てまいりました。その中で、３月の委員会の中

でですね、大方の概要を御説明したところでご

ざいますけれども、そのときに、委員会のほう

からも使い勝手のいいような制度設計にしてく
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ださいというような意見もございまして、当初

使用期間ですか、３カ月だったんですが、それ

を６カ月に延ばしたり、一度に使える商品券の

限度額をですね、使い勝手のいいように高く設

定したらどうだろうかと、そういう意見に関し

まして、新しい推進室のほうでそれを一応考慮

してから設計をされたと思いますけれども、３

月まではうちのほうで担当しておりましたの

で、そういう状況でございました。その後は、

推進室のほうで制度設計をされていった経緯が

あるかと存じます。 

 はい、以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） 済いません。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 引き継ぎになっとです

ばってん。 

 今んた事務方の最高責任者ぐらいが、きょう

は議会への最初の説明ですけん、来て話ばすっ

とが筋じゃなかですかという話ばしたっですた

い、村上さんの話を引き継いで。せんばあっ

て、そら議会軽視ですよ。ただあって、それを

ただと言えばいかぬばってんですたい、冒頭に

やっぱきちんとですよ責任者がきちんと説明

を、話ばすることが大事じゃなかっですか。そ

れはもう制度設計の話はわかっとですが。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 申しわけあり

ませんでした。先ほど前垣委員さんのところ

で、その経緯はどうだったかということでちょ

っと答えさせていただきました。済いません。

そこのところ、ちょっと配慮が足りませんで、

申しわけありませんでした。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） いや、私はですね、そ

の皆さん方が心してこの設計を立てられてやっ

たとはわかっとっとですよ。ところが、最終的

にはこれ市長が印鑑押すんですよね、これで行

こうと。そこはわかってしとっとですから、

で、あたたちばっかに責任を負わせんで、副市

長、市長と来て、この委員会には来てよかじゃ

なかっですか。部長、どやんですか。 

 この市民がですね、非常に怒っておらるっと

ですよ。本当に私はカメラさんでも入れてです

よ、きょうはやりたかったですよ。それくらい

大事なことなんですよ。何も隠す必要はないで

しょう。どう思われますか。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。先

ほどからですね、ちょっとお話しておりますよ

うに、この制度につきましての制度設計につき

ましてはですね、我々執行部、事務方のほうで

ですね、詰めてやったというところでございま

すのでですね、そういったことでは、例えば運

用の仕方が悪いとかですね、あるいはその制度

面のですね、何といいますかね、例えばその先

ほどの代理人制度の導入あたりもですね、さっ

き議員さんからお話ございましたように、一定

の歯どめが必要じゃなかったかというような御

意見もあろうかというふうに思います。そこら

あたりにつきましては、我々事務方、執行部の

ほうでですね、ちゃんとそこら辺は策を講じて

やるべきだったのかなというふうには思ってお

ります。そういう意味では、ちゃんと私たちの

ほうで説明すべきものかなというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） あの、初めにも言った

っですが、要はそのできてしまったことの反省

なり、そのあたりの話や何か、これからどうす

るのか、来年やるとすれば参考にはなりますけ

れども、今回について今後どうしてやるか、こ

のあたりはどう思われるんですか。実際、その

販売店側では、その購入券に名前は書いていな

いでしょうから、誰のを使われたというのはわ
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からぬとでしょうね。そこどがんなんですか。

何も書いてなかでしょうけん、券を持ってきた

人について。でしょう。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。スーパー元気券に

ついては、購入者等の名前は記載はされており

ませんので、取り扱った事業所が裏書きをする

という形で、どこの事業所が最終的に換金に持

ってこられたかっていうのしか把握はできませ

ん。 

 で、先ほど部長が申し上げましたとおり、先

週の金曜日に登録事業者１４５０社余りの全て

の事業者様に対して、スーパー元気券事業の適

正な運用に関する協力依頼ということで、文書

を配出しました。その項目は先ほど説明があり

ましたとおり、大量使用者について、それと、

みずからの事業に使用しない、自家換金をしな

い、こういった注意喚起について、あわせて随

時行う調査について御協力を願いたいというこ

とで、早速きのうから換金作業が始まっており

ます。１０００冊、２０００冊ということで、

１００万、２００万以上の取り扱いをされた事

業者様には直接聞き取りをして、１回当たりの

使用額で大きいものについて幾つかあればです

ね、個人情報、顧客情報はなかなかお聞きする

のは現段階で難しいので、どういった、どれだ

けの件数があったかと。例えば、１００万が１

件ありましたとか、１５０万がお１人で１件あ

りましたとかですね、そういった情報等を随時

聞き取りをしているところでございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） ようわかっとですが、

例えばその特定の名前は挙げないにしても、１

００万使うた内容が１名で使われたのか、１０

名で使われたのか。問題はそこだと思うんです

よ。１人１０万までしか使えない。プラス２万

までしか使えないのに、１人の人が３００万使

うちゅうことは、これ本当はいかぬことですよ

ね。 

 で、このあたりを３００万買われたのがおり

ましたという、そういった説明だけでいいの

か。本来なら１２万しか使われぬわけだけん。

それをどがん考えなっとか、問題は。いや、も

うできてしまったことですから、仕方がないと

思いなはっとか、１人１２万までしか使えんの

ですよというのを徹底するもんなのか、あるい

は家族が５名だからそこまでぐらいは使えます

けど、不特定多数のを使うとんなはる、名前は

載っとらんから、１人が１００万も２００万も

使いなはるてことは、何とか調べようはなかっ

ですか。そして、規制の仕方はなかっですか。

それが一番市民は考えとることじゃなかろうか

と思うんですよ。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。先ほど申し上げま

した協力依頼の内容についてはですね、例えば

大量使用に関する注意ということで、１人で大

量のスーパー元気券を使用される場合は、１０

冊を超える部分の使用については、所有者、本

来の購入者の同意があることが前提となります

と。家族や親戚、仲間同士の共同購入など、さ

まざまなケースがありますが、大量使用への注

意喚起を心がけてくださいというようなこと、

またあわせて、大量の場合、偽造の可能性もあ

りますので、その辺の配慮も十分怠らないよう

にお願いをいたしますと、いうのとあわせて、

市として大量使用の有無などについて随時聞き

取り調査をする場合がありますので、御協力お

願いしますといった内容で文書を出しておりま

す。 

 で、私どもが想定しておりましたのは、例え

ば家族５人、限度額買うと券面額で６０万円に
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はなります。そうすると、長年買いたかったな

と思っているファミリーカーを買うにしろ、頭

金ぐらいにはなるんじゃないかとか、例えば、

足の不自由なおじいちゃんのために、息子た

ち、兄弟たちが集まって、ちょっと介護福祉関

係の車をみんなで持ち寄って購入するとか、そ

ういったのまで想定はしておりましたが、現に

まだあってるかどうかわかりませんが、２００

万円、３００万という大量のスーパー元気券を

一度にお１人の方が使用するということがない

ようにですね、そういった注意喚起を図ってい

るところでございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい、もう発生かれこ

れは仕方がないことですから、今おっしゃった

内容で大量にね使われた方、これをどうする

か。このあたりが一番大事なことじゃなかろう

かと思うとですよ。 

 で、お願いをしてますじゃなくて、ある程度

突っ込んだ内容をされぬと、これが一番市民が

その不満に思っとる原点ですよね。で、そのあ

たりはですね、ちゃんとこれからやっていただ

きたい。それが一番、この委員会を含めてこれ

が一番大事なことじゃなかろうかと思っとるで

すね。 

○委員（亀田英雄君） はい、いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） あの、だけんですた

い、大量購入者１００万以上買った人の名簿は

出してもらえませんか。で、それを使いなすな

という話ばすればよかっじゃなかですか。自分

どんでいっぱい売っとってかい、事業者にそっ

ば確かめろなんて失礼な話ですもん。自分どん

の不手際ば人に押しつけたりなんしたりしてか

い。大量購入者に直接当たればよかっじゃなか

ですか。その１００万以上ぐらいの名簿ば出し

てくださいよ。すぐでくっでしょう。持ち出す

わけじゃなかけん、こん委員会ばっかっなっと

見せなっせよ。すぐでくるでしょうが。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） それは、お１人お１人の

名簿を皆さん方にということですか。 

○委員（亀田英雄君） 名簿、１００万以上ぐ

らい高額、――だっが１００万以上買うたっ

か。いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） うわさではあって、鏡

で１０００万が２本も、大体この会議の進め方

はどげんなっとかわからぬだったもんだけん、

ちょっと遠慮しいしい話はしたっですが、ちょ

っとげなげな話も入っとを御容赦ください。 

 鏡で１０００万が２本、５００万が１本と

か、いろんな話が出回ったですよね。で、結局

それはうわさだけだったというふうなことがわ

かったんですが、そんなら高額所得者に何かこ

う注意してくれという話ならですたい。１００

万以上の高額所得者ぐらいは我々に示してくだ

さい。どんくらいおったかというのをですね。

そんくらいだってしてよかですよ。せんばうそ

だもん。それは報告も何もならん。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい、人数であれば。

（委員亀田英雄君「名簿」と呼ぶ） 

 名簿については、個人情報の関係とかありま

して、ちょっと即座にはお答えしかねます。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 何ですか、委任状の中

に、こんも聞いた話ですが、買いに行ったら、

既に委任状が出とって買えなかったという話も

聞きました。委任状のそげんともありますもん

だけん、ちょっと話は変わったですばってん

が、そのようなことはなかったぬですか。そし
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て、そん個人情報の話はですたい、だってほか

に出すとじゃなかっですけん、こん中に出すと

だけんが、出してよかと思うとですが。あから

んとですかね。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） その１００冊以上買われ

た名簿をごらんになりたいという趣旨がよくわ

からないですね。（委員亀田英雄君「ああ、わ

からん。見てみたい」と呼ぶ） 

○委員（笹本サエ子君） いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） あの、今の話を、や

っぱり市民の方からいろんな話が出てるんです

ね。これはこの場でね、聞き流していただいて

もいいんだけども、市長とある議員が裏取引を

したとかね、いろいろ出てますよ。 

 だから、先ほど私は１人の市民のおじいちゃ

んから電話がかかってきたことは、今回を楽し

みにしてたけれども、やっぱり自分たち貧乏人

にはね、やっぱり全くこう手が届かないものだ

ったと、大金持ちにはさらにね、金持ちさんは

金持ちになってと、こんなあり方でいいんでし

ょうかと、本来なら政治のあり方という意味を

ね、弱者にね少しでもこういうときには温かく

というのが本当の姿じゃないですかと、痛切な

電話だったんですけどね。だから、そういう意

味でもね、やっぱりあのほら、追跡調査をする

と、例えば高額買った人にね、どういうふうに

使ったかと、それが例えば、お金にかえたとか

ね、そういうことをきちんと明確にするために

もね、きちんと検証したほうがいいということ

で、一番的確なのは、やっぱり名簿を明らかに

して、たくさん買った人の名簿をね、明らかに

して、やっぱりきちんとね、何かな、オープン

にする、検証する必要があると思うんですね。

決してむにゃむにゃというかな、曖昧にするこ

とがないようにしないと、みんなすっきりしな

いと思うんです。本当の話が。 

 だから、それをね、私たちが知ったからって

いってね、いろいろといろんなところにこう、

うわさ話みたいにやるんじゃなくて、やっぱり

私たちは議員として責任を持ってね、今回のこ

とにおいては結論出していかなくちゃいけない

と思うから、名簿は出していいんじゃないです

か。 

○委員（亀田英雄君） もう１ついいですか。 

○委員長（増田一喜君） え、ちょっと待って

ください。今質問でしょう。 

 はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。先

ほどありましたようにですね、１００万以上の

名簿等についてということでございますけど

も、これは個人情報というのもございますの

で、どこまで調査できるのかですね、市内部で

また専門部署等もございますので、そこらあた

りと協議しながらですね、進めていきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。何で言ったかと

いうとですね、何も根拠なしで１００万円、こ

れは６００万ですけん、六十何枚も委任状が寄

せられるかっていうことですたい。職員さんか

ら進められたけん、わしは買いに来ましたとい

う人もおったっですけん。職員がこれはよかっ

ですばいって勧めなっせて、しなっせしてよか

っですけんって、上限ななかっだけん、これよ

かですばいって言うたちゅう話ですたい。いわ

ばインサイダーですたい。そげんした話のある

もんだけん、出しなっせて言うとですたい。だ

って職員がこがん買いに来たっていう話もあっ

とですけん。何ちゅう話ですかね、それが実際

ならですよ。そっば守っため出しならんちゅう

話なら、そらいかぬけんて思て、話ですたい。 

 だって、普通一家族で１枚ですよ。そっが、
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５００万も６００万も買いに来っときは、やっ

ぱ何か確かな裏づけんなからんば買いならんで

すもん。私はぎゃしこ預かったばってん、買え

られるだろうかって思うとが普通じゃなかです

か。それは確かな情報のあるけん買うとです

よ。そげん名簿の取らるっとですけん。その辺

がきな臭かごたっ話ですよ。職員が何か絡んど

っとじゃなかっですかっていう話ですよ。そう

いう声も寄せられました。 

 だけんが、そういうことがなかごて、名簿ば

出されたらどうですかという話もしたんです。

そげん聞きたか気持ちがわからぬ何のって言わ

れる筋合いの話じゃございません、嶋田さん。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい、済

いません、繰り返しになりますけども、どこま

でですね調査、公表できるのかどうか、また担

当部署とちょっと協議をしていきたいというふ

うに思ってます。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。例えば、その個

人名が出せれぬ場合は、ＡＢＣでも構わぬし、

Ａが幾らで、実はどういう内容の人なのかとい

うのが、ある政党団体がまとめて購入されたち

ゅう話も聞いております。本当か知りません。 

 だから、そのあたりがあるから、その実名が

出せぬとなら、ＡＢＣでいいじゃないですか。

そして、どういった内容の人が買われたのか、

何名分のね、例えばその家族で買われたのかと

か、そのあたりぐらいわかるじゃないですか。 

 でないと、今おっしゃったみたいに６３０冊

かな、それはすごい名前を連ねないかぬわけで

しょうから、その内訳が何なのか。例えばどこ

かの団体の人なのか、組織の人なのか、何かそ

のあたりがわかりゃいいんじゃないですか。そ

のしゃんもっでん個人名がどうのこうのじゃな

くて、そこまでぐらい出せるっちゃなかです

か。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい、議

員おっしゃるように、それを含めてですね、検

討していきたいということでよろしいでしょう

か。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今、その資料に

ついてですね、なんですけど、出す出さないと

いう話なんですが、きょうこの報告を聞くだけ

というような場じゃないと思うんです、前垣委

員も言われたように。今後どうするかっていう

話、それにもうつながっていくような話であっ

て、その資料を出せないというのであれば、こ

の委員会をする意味がないんですよ。ちょっと

早急に今ちょっと検討しにいってもらいたいん

ですけど。小会しましょうか。（｢小会お願い

します」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい、小会します。 

（午後２時１０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時２９分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 先ほど資料請求がありましたけれども、現実

のところ２００冊以上の資料は整えてあるとい

うことですが、１００冊以上につきましては、

まだそういう資料をつくってないということ

で、今後それを作成して、各委員さんにお渡し

したいということでございますけれども、執行

部のほう、それでよろしいんですか。（｢は

い」と呼ぶ者あり） 

 はい、それでは資料を配付させます。 

（資料配付） 

○委員長（増田一喜君） それでは、この資料

について、ちょっと説明願いたいと思います。 

 はい、嶋田課長補佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） お待たせをいたしまし

た。 
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 今お配りしました資料は、購入申請書と代理

申請における２００冊以上の購入者の方々の申

請人との関係について調査をしたものでござい

ます。 

 この購入申込書のほうをごらんいただきます

と、申請者情報としては、住所、氏名、生年月

日、電話番号となっております。それと、代理

で来られた方の情報としては、その代理人の住

所と氏名と申請者との関係性、そして連絡先と

いうふうな、これだけの申請者と代理人とそれ

ぞれ４項目の情報しかございません。その中

で、特に大量と思われる２００冊以上、あるい

は３００冊以上というのを、早急にまず調査を

取りかかったところでございます。そして、ご

らんいただきますとおり、この代理申請という

資料の上段のほうは３００冊以上の購入者とし

て１６名分、それぞれ何冊お買いになったか、

その冊数と、自分のものを買われた本人分と、

それを除く代理人、委任者との関係性をあらわ

しております。 

 例えば、６２０冊というのが１４番目にござ

いますが、こちらの方については、御自分のも

のと配偶者の方の分、それにお子さん３名と、

親御さん３名、それに兄弟１名と、それを除く

親戚の方々１６名、加えること知人３７名分と

いうことで、合計６２名分の購入をされている

というふうなことになります。以下、同じよう

になりまして、下段のほうは、２００冊以上３

００冊未満の方２１名分の代理申請の内容とな

っております。もちろん冊数が上がれば上がる

ほど、友人、知人、同僚関係の比率が上がって

いってるのが読み取れるかと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） 今の説明でおわかり

になりましたか。（｢冊数はわかったばって

ん」と呼ぶ者あり） 

○委員（野﨑伸也君） いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません、資

料出していただいてありがとうございました。 

 まあ、発行申請書のほうもですね、ちょっと

一緒にいただいたんですけれども、代理人の方

としてのその住所、氏名、関係性とか、そうい

ったところまでの記載というようなことがあり

ますので、後追いでいろいろと調査ができるよ

うになっているという理解してよろしいんです

か。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 申請者と代理人との関係

性については、当然続柄が記載してございま

す。 

○委員長（増田一喜君） 意味が違う。そうい

う質問じゃなかったと。 

○委員（野﨑伸也君） いや、よかっですけ

ど、後追いでその連絡がとれてるのか、そこま

で今もう既に取りかかっているのかどうかって

いうような話をですね、お聞きしたいんですけ

れど。当然その大量に買っておられる方につい

ては、もちろんそういったヒアリングもされて

いるんじゃないかなというふうに推察はしてる

んですけど、どこまでその進んでいるのか、そ

ういったことが。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい、申請人及び代理人

それぞれ連絡先である電話番号のほうを記載を

いただいております。 

 現在のところ、ごらんいただいているような

調査関係を実施したところまででございまし

て、直接電話等での確認はまだ行っておりませ

ん。（委員野﨑伸也君「わかりました」と呼

ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかには。 
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○委員（野﨑伸也君） もう１点確認したい。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） えっと、最初のほう、

冒頭のほうでですね、ちょっと質問があったと

をちょっと確認したいんですけれども、この申

請書で記載された名前だったり、申請者の方だ

ったり、代理人の方だったり、名前とか住所と

いうのは、システムをつくって、そこで確認を

して、ちゃんと販売をしたんだというような、

間違いのないところで販売をしたんだというよ

うな確認なんですけれども、そういう話、され

ましたよね、確か。どうですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい、この発行申請書の

申請者という枠囲みの中の情報については、住

民基本台帳の情報にのっとって突合作業を行っ

ております。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。なら、

間違いないというようなことでよろしいんです

ね。 

○委員長（増田一喜君） 嶋田課長補佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 間違いございません。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。この表を見て、

例えば、この１番の人が３６０購入されとる。

本人、子、親、ここまでなら何も問題はなかで

すが、で、あとその知人とおっしゃるのが、本

当に知人が頼まれて、その知人が四、五人分の

頼んどんなはっとなら、初期の目的からいって

も何も問題なかっですが、この２９をその一番

の人が全部使いなっと、なかなか問題ですよ

ね。だけん、この知人の方が、知人のために使

われたかどうかの確認はとれないんですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 申請書１万１０００人余

りの申請書には全て連絡先が記載してあります

ので、連絡をとることは可能であります。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 要は皆さんが非常に不

満に思われるのは、１人がようけ使い過ぎると

いう話だから、仮にその委任状受けて買われ

て、実際はその委任された人が普通に使われる

なら何も問題なかわけですよね。で、もう不特

定多数の人まで集めてどうのこうのっちゅう話

が一番問題だから、こういったこの知人あたり

に頼まれた人の確認をして、その人がちゃんと

使われとんなら何も問題てなかっですよね。こ

こが一番大事じゃなかろうかと思うとですが、

もしよかったら、この高額に買われた人のこの

知人、このあたりを調べられて、ちゃんとその

人がまともに使っとんなはるとなら、何も問題

なかわけだけん、そのあたりをぜひお願いした

いと思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

 はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。私も苦情を受け

た１人ですので、その１つ２つしたいと思うん

ですが、今回の事業ですね、いろんなうわさが

ありました。先ほどからもずっと出ております

ように、１人当たり１０００万とかですね、１

２００万とかっていうのがありましたけれど

も、今回のきょうの報告で、そういったうわさ

はあくまでうわさであって、事実は今示された

数字が事実だということもわかりましたので、

やはりそのうわさではなくてですね、事実を我

々は把握をしていく必要があります。また、こ

の事実に基づいて、いろんな発言をしていくと

いうことが大事だろうと思うわけですね。 

 そこで、前回ですね、所管事務調査でスーパ
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ー元気券の進捗状況についてという報告があり

ました。で、そのときに、私が一番心配したの

は、４日、５日、２日間で多分売り切れるだろ

うと。そこで私の意見として、要望として、支

所で販売する分は、支所での分をぜび確保しと

ってくださいというふうなことを私は申し上げ

たつもりでおります。 

 で、そのときの答弁がですね、前回６日間か

かりましたので、そんなに売れるのかなという

ようなことではあったんですが、恐らくです

ね、その売るほうとしてはですね、今回の国の

経済対策の消費喚起交付金ですから、これがも

し売れ残ったら交付金をどうするかという問題

はあると思います。しかし、本当にですね、こ

れ私が心配したのは、本庁で２日間で売り切れ

て、支所ではないというような状況にならない

ようにしてくださいと言ったんですが、そのあ

たりのその販売の見通しの甘さというのはあり

ませんでしたか。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい、松永議員おっしゃ

るとおりでございまして、当時の委員会の中

で、確かに２日で完売したらどうするのかとい

う御指摘をいただきました。 

 当時、２日間で本庁分がこのように売り切れ

るとは想像だにしてはおりませんでしたが、予

定としてはですね、大体土日で５億から６億、

最大で売れたとして、その残り分を人口按分で

配付しようということで、あらかじめ各支所に

は一定数を既に配付しておりました。そして、

土日の販売状況に応じまして、さらに見直しを

行い、スタッフ体制を整え、配付冊数を改めて

見直して再配付というような計画をしておりま

したが、結果として、当初予定した冊数分で各

支所、南部市民センターの割り当ては進まざる

を得ないというような結果になったところでご

ざいます。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） はい、私あの支所ので

すね、配分数がちょっとどういうこの根拠でさ

れてるかなと、きょうわかったことは、この配

付冊数でですね、集中販売分が５万６０００

冊、で、上記の残りを人口比で按分５万４００

０冊と、この根拠がですね、よくわからないん

ですよね。 

 普通、一般的にこういったものを按分する場

合はですね、一番わかりやすいのが人口按分と

か、世帯按分なんですよね。ですから、１１万

冊を人口按分して割り当てればですね、恐らく

そうなってないだろうと思うんですよね。要す

るに、集中販売というのは２日間本庁で販売さ

れるもの。で、残りの分を３日から販売して人

口比で割り当てようと。そうするとですね、例

えば、自分のところで申しわけないんですが、

泉は８００冊しかないわけですね。ですから、

２日間で足りないぐらい販売されてしまった。

当然泉とか東陽にも八代のほうからも買いに行

くと。これは自由ですから、別にこれにですね

制限をかける必要は、とは思いません。 

 しかし、同時販売でないもんですからです

ね、これに対する苦情が多いというのもです

ね、事実なんですよ。で、泉支所に実際行っ

て、もう行ったときには既にもうなかったと、

聞いてみると、やっぱりその八代から来られた

方が、これは後でまた明らかになるかもしれま

せんけど、１人あたり１８０万買われたという

ようなこともあってですね、やっぱりこの配

分、ですから、私は前回とですね、比較してす

るというのは非常に危険だったと思うんですよ

ね。まず、プレミアム率からいってもですね、

１０％と２０％っていったら、数字は１０％で

すけれども、物すごくやっぱ違うわけなんです

ね。ですから、これで比較して制度設計をつく
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るというのはですね、非常に危険だったなとい

うふうに思いますし、できればこの人口按分と

いうのを、もうちょっと説明してもらえます

か、私も説明せないかぬですから。どういう根

拠で、これを５万６０００冊と５万４０００

冊、しかもそれを人口按分されたという根拠は

どういうことですかね。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 上記の残を按分というこ

とで５万４０００冊になっておりますが、集中

販売分の５万６０００冊の根拠ということなん

ですが、本庁の集中販売時に、基本１０窓とい

うところで、１窓当たり１時間に２０人、です

から１人当たり３分の時間を要するだろうとい

うことで、１窓で２０人、１０窓で２００人、

９時から４時までで７時間ですので、１４００

人、平均冊数２０冊としたときに、２万８００

０冊と、これが土日で５万６０００冊というよ

うなところで予想をしまして、この５万６００

０冊を除いた５万４０００冊について、本庁、

各支所、そして南部市民センター日奈久、二見

の人口を勘案して、按分したところでございま

す。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） その５万６０００冊が

ですよ、その窓の数とかですよ、１人当たりの

処理数で按分するというのは、それはいかがな

もんですかね。例えば、１１万冊を人口で按分

して割り当てるというのは、一番わかりやすい

やり方ですよね。あるいは、その世帯数で割り

当てるという。窓口が１３あったら、そこを３

分って計算して５万６０００冊を集中販売する

っていう、その根拠はですよ、私はよくわから

ぬとですよね。 

 で、やっぱりその８００冊しかないというよ

うな根拠になるわけですから、ここはですね、

やっぱり我々は、私はどうやって説明するかな

っていうのを、今なかなかできないでいるんで

すよね、この部分はですね。ですから、そうい

う説明しかできないのであれば、そうするしか

ないでしょうけども、やっぱりこの集中販売、

それから本庁から南部市民センターまでのです

ね、この割り当てというのはですね、もっとわ

かりやすく按分してもらいたかったなというふ

うな、今そういった感想です。 

 それはそれで、それ以上に説明がなければ、

もうそれでお答えしてですね、もう一つは、先

ほどからもうずっと出ておりますように、この

換金の問題ですよね。もしですね、非常に悪用

するという言い方は悪いかもしれませんけれど

も、事業所が購入してですね、換金するような

ことはですね、このスーパー元気券に反するわ

けですよね、目的に。消費喚起にならないわけ

ですから。消費しないで換金できるということ

ですので、やはりここはですね、もう先ほどか

ら出ているとおりですけども、事業所が購入さ

れた場合のですね、消費につながらないような

ことがないようにですね、してもらいたいと思

うんですが、そのあたりはどういう考えだった

ですか。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい、先ほど申し上げま

したとおり、各事業者様に自家換金についての

注意喚起も図ったところであります。 

 それと、御購入いただいた皆様全ての申請書

に購入いただいた冊番号を控えております。で

すから、Ａさんという方は冊番号の何番から何
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番を購入されたと。そうしますと、それに符合

する券面番号も全て連番で乱数表で、こちらで

把握をしておりますので、そのお店の方が買わ

れたものが、そのままそのお店から上がってき

た場合は、突合することによって、自家換金で

あるということが判明することになりますの

で、そういったところの突合作業もですね、全

件できるかわかりませんけども、行っていきた

いと考えております。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） そしたらもうできる範

囲内ですね、全件は無理ということですけど

も、やってもらいたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） せっかくいただいた資

料ですので、もう少し詳しく教えていただきた

いと思います。 

 あの、何ですか、これは本人の欄に１５、１

６番ですよね、で２０番、本人でなくても買わ

るっとですたい。これどげん意味ですか。本人

は、なら住民票持たぬだったということですか

ね。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい、次長の宮村です。よろしくお願い

いたします。 

 本人さんが購入できなかったということが考

えられます。八代市に住所を要しない方もＱ＆

Ａを以前皆さん方に渡しているんですけども、

購入できるというふうに連絡しておりますの

で、そういうことだと思います。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） その日に予防策のあっ

たかもしれんとですけどね、本人で、こんも話

ですが、アルバイトを雇って買ったという話も

聞きましたし、そげんならうもめちゃくちゃで

すたいな。 

 そうすると、続きですが、１２番と１６番に

不明てあっじゃなかですか、これは何ですか。

不明の者に何で券を売られてるんですか。それ

理由まで含めて、売られた理由まで含めておっ

しゃってください。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい、お答えいたします。 

 今、委員がおっしゃいました１２番と、それ

から１６番の方につきましては、記載がされて

なかったということでございます。申しわけあ

りません。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） もう少し丁寧に話ば、

何の記載がされてなかった。記載されとらんば

あって、売りゃ、やりゃならんでしょう。そげ

んとにもやっとならあって、口で、しゃんとと

る必要なかっですけん、委任状のなんの。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい、記載されていなかった、あるいは

記載されていても読み取りが非常に難しくてわ

からないということで、不明というようなとこ

ろでございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） じゃあ、どげん思われ

るっですか。そげんとに、そんなのに売ったな

ら、それはチェックの必要なかでしょう。ただ

枚数数えた、はいですねとやればよか話ですけ

ん。何もかも話してもらうとよか話ですばって

ん、何でそげんこっばしなったっかな。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦
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君） はい、委員の御指摘ごもっともでござい

ます。大変反省しております。 

 ただ、先ほどから申し上げておりますよう

に、申請書の後ろのほうに住所、氏名、それか

ら生年月日、電話番号等記載されておりまし

て、こちらのほうに担当者は検知をしたため

に、見落としたのかなというふうに思っており

ます。大変申しわけございません。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 初めからその次長、失

敗なら失敗って話ばしてもらえば、私も言わん

ちゃ、好かん話もせんちゃよかですばってん。

そしてですたい、わざわざ欄ば設けて職場の同

僚って、１３って、これはどこの職場ですか。

こら個人情報じゃなかでしょうけん。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい、大変申しわけないんですけれど

も、申請者との関係というところに、そのよう

に記載されておりますので、どこの職場とか、

そのところまで我々のほうでは確認できていな

いということになります。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） あの、次の会を設けて

ぜひ報告していただきたいと。見ればわかるは

ずでしょう。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい、何度も申し上げますが、お手元に

お配りしております元気券の申請書以上の情報

は我々では入手できませんので、議員のおっし

ゃっていらっしゃることにつきまして、情報提

供したいんですが、難しいと思います。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

 はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） なかなか先ほどのちょ

っとオブラートに包んだですばってん、インサ

イダーという話もしてもろうたですばってん

が、これだけですたい、本人でもなか、人がこ

れだけの委任状ばとってですよ、とってこられ

たことに対してどんな思わるっですか。 

 果たして、本人じゃなか人がさ、こんな感じ

で持ってきて、売ってもらえっとだろうかって

普通は考えっですよね。ああ、よかっですばい

っていう確かな情報のあったけんがこやん始末

になっとですけん。て私は思うとですばってん

が。どんなふうにお考えですか。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい、委員の御指摘ごもっともだと思い

ますが、我々といたしましては、委員の方の中

からお話がありましたように、なかなか販売所

に行くことができない方、あるいはその日に都

合が悪い方、あるいは持ち寄っていろんなもの

を購入されたい方、あるいは家族、親族、いろ

んな方がいらっしゃいますので、その方々に何

度もお話していますように、この申請書の代理

人、あるいは申請書のこの欄がきちっと記入さ

れてて、不明なところがありましたが、きちっ

と記入されてて、そして申請者が八代市の住民

であることが確認できた場合には販売いたしま

すというふうに事前に、これは５月のこの経済

企業委員会でも説明させていただいたと思いま

す。そのような制度で今回お売りをさせていた

だきました。 

 ただ、委員の御指摘のようなこともあって、

我々は考えたくないんですが、利用された方も

ひょっとしたらいらっしゃるかもわからない。

あるいは我々が家族、親族等以上の方々の知人

集められて、６２０万円分を購入されたことに

関しましては、制度設計に何らかのチェックが

必要だったのかなというふうに、今反省してい

るところでございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 
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○委員（亀田英雄君） 先ほどちょっとそんな

ことはないという話だったんですが、確かな話

でですね、自分で買いに行ったら、もうありま

せんって。で、この人が持って来らしたっです

たいって、コピーまで渡したって話ですよ。確

かなところから来ましたが。嶋田氏は、担当は

そんなことはなかと言いなったですよね。個人

情報ですけんという話で、そのコピーは渡され

んじゃなかですか、個人情報だから。この人が

買いに来なったんですよとその人に渡したとい

う話ですけん。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 当然、委任を受けてきた

代理人が購入した分について、委任者である方

にその情報を提供するという意味で、恐らくコ

ピーを提供したんだろうと。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 自分で本人が来て、申

請したら、もうおたくは出とる、買われており

ますって、この人が買われたんですよっていう

コピーを渡したんです。だって個人情報だけん

さっきは出されんとか言いながらですたい、そ

こじゃあって簡単に出とるじゃなかですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 申請書上はですね、その

買われてた人は委任をしたという申請者になり

ますから、当然委任した人ですから、その代理

人との間では、当然お互いに委任者受任者の関

係でありますので、それは個人情報には当たら

ないと思います。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） ならもういいです。 

 そういう事実があったのを確認されておりま

すか。ほかの人が買いにきたと。で、委任状

が、後で本人が行ったら、もうおたくのは出と

りますよっていう話でした。そういう事実を確

認されておりますか。確認されておるか、され

ておらんかでいいです。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） ちょっと忙殺しておりま

して、報告を受けたかもしれませんが、にわか

にはちょっと思い出しません。 

○委員（亀田英雄君） 話になっとですかね、

ぎゃん話で。どなたか、こやしこおっとだけん

わからんとですかね。 

○委員長（増田一喜君） 今の要は、委任者、

代理人が違う代理人が来たということでしょ

う、ここに書いてある代理人じゃなくて。（委

員亀田英雄君「ううん、だけど名簿がうそだっ

たって話ですよ」と呼ぶ）（｢名簿がうそだっ

たって、これ自体がうそだった、出した人が」

と呼ぶ者あり）（｢申請者に確認せんで出した

と。勝手に名前使って買ったという」と呼ぶ者

あり）（委員亀田英雄君「で、後で本人が行っ

たら、もうおたくは出ておりますっていう話で

すよね」と呼ぶ）（｢だけん売られんとですよ

という」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） そういう事実があれ

ば、どう対処されますかね、今後の話ですが。

後で確認して、どう対処されるかについてお知

らせください。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 今後の制度設計という意

味合いではなくて、その案件についてというこ

とですか。（委員亀田英雄君「うん、その案件

についてです」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補
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佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） いま一度、その事実関係

を確認してみたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） どの場で報告をしなっ

ですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 直近の委員会に間に合え

ばと思っております。 

○委員（前垣信三君） ちょっとよかですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 今亀田委員さんがおっ

しゃったみたいに、本人さんが持ってきたら、

既に前に何か委任されて、もうおたくには売っ

てありますよいう話があったじゃないですか。

ということは、後で来た人の受付票は受理して

あるんですか。受理してないんでしょう。前に

誰かが委任されて、おたくにはもう売ってるは

ずですよという、で、本人が持っていったのも

受理してあるんですか。受理してあれば、調べ

ようがあるけど、受理してなかれば調べようが

なかですね。それを言うとかんと、何もかんも

とってあって、いや、これだぶっておりますけ

ん間違いないですよ、その根拠を探すことがで

きんじゃなかですか。で、後で持ってきた人

は、おたくはもう既にどなたかが買われたか

ら、おたくは受け付けませんよと、これをとっ

とらんとならば、調べようがなかだね。助ける

わけで言っとっとじゃなかっばい、そうなんで

しょう。 

○委員長（増田一喜君） 嶋田さん、答えよう

がないでしょう。 

 はい、嶋田課長補佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。先に委任を受けた

として購入された申請書のほうに附箋なり何な

りでチェックが入っているかどうか、その辺の

確認をしてみたいと思います。 

○委員（亀田英雄君） いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） そういう申告があれば

対応されますかね。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） この事業の趣旨に反する

ようなことが明らかなものとして出てきた場合

にはですね、それなりに、それなりと申します

か、厳正に対応していきたいと考えておりま

す。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） このホームページば…

…ですし、事業所にも送ったって話で、こっで

私はたいぎゃ怒られたっですたい。自分どんが

売っとってから、事業所にそがんせろって何事

かって。そしてお客さんに、おたくはこぎゃん

枚数ばどこから買いなったですかって聞きなる

もんかって言うてからですね。私はその以前の

話は全然聞かんだったですばってんが、自分た

ちの不手際は、おんたいに押しつけてどけんし

よっていうことで大変お叱りを受けました。 

 あのだけん、ホームページに出して、そんな

形でですよ、自分たちの不手際ばしなっじゃな

かですか。で、今後この始末はどげんしてつけ

ていくかって言うとにですたい。事業者にそっ

ばお願いするって話じゃなくて、どぎゃんして

こうつけていくとですかね。 

 だけん、高額取得者に当たるとか、そういう

作業はなされんとですか。行政みずからです
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よ。あと、でっきたもんに対して、そこで対応

ばされるとか。怒られるですよね、ようけ買う

たけん、これは自分のもんだけんって思っとら

すけん、その人には言いやならんですたいな。

どげん対応ばしなっとですか。店ばっかりぎゃ

んしたっちゃわからんですばい。店とか、ホー

ムページ出して、おんたいが責任終わっですば

いって、その辺で免責ばしたってわからんでし

ょう。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい、今回の申請につき

ましては、代理人ということで、商品券を買う

行為について授権を受けたという、そういうこ

とで、基本的には申請者のほうに行っているも

のと考えております。 

 しかしながら、一部にそうではないような事

案があるというようなことを、そういう情報も

寄せられております。そこら辺のそれぞれの代

理人、あるいはその委任した方々お一方、お一

方に対する電話等の聴取についてはですね、す

ぐにはちょっとお答えできませんが、検討して

いきたいと思っております。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい、大量に購入された方に対しまして

の確認作業は今、室長が申し上げたとおりでご

ざいます。 

 あと、事業所さんへの無理なお願いと言って

いいのかわかりませんが、済いません、御協力

依頼ということで、ぜひお願いをしたいと思い

ます。そちらで何らかの情報をいただけると、

我々も市民の方々のいろんな不満も少しは解消

できるような作業ができるのかなというふうに

思いますので、よろしくお願いいたしたいと思

います。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） その辺が行政と言うと

ですたい。お店はですね、売れればよかっだい

けん。そこまで聞けば、あんたがえかい買わん

ばいって言われるとが恐しかけん、聞かんです

よ。おかしかもん、そげん発想になること自体

がおかしかと私は思う。それがお役所仕事です

たい。自分たちがまたちょっと汗ばかいてかい

ですよ、せんば、市民の理解は絶対得られんで

すよ、こん話は。そこに一番の間違いがある

と。こんなお役所仕事だん。誰も責任はとらさ

れんとやけんが。 

 日本、三菱とかから見たら、もう話の桁が違

うかもしれんばってんですたい、東芝か。首に

なっとですけん。公務員はよかですね、首にな

らんけんが。その辺はどげんお考えですか。私

たちはどうせ失敗したっちゃ首にならんとだも

んなっていうぐらいの感覚で思ったら、大変御

迷惑な話ですよね。その辺がですね、市民感情

を逆なでしとって言うとですよ。ありもせんだ

った整理券ば配ってみたりですたい、整理券が

どっからできたかわからんとですばってん。あ

っで、いっだん混乱ば招いとっとですもんね。 

 この話はちょっとまとまらん話ですばってん

が、その辺で行政として、今度どげんしていく

かというとばまちょっと話ばしていかぬといか

んですよね。しっかりした対応ばするためには

どげんすればよかと考えておられるんでしょう

か。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。今後ですね、積極

的にできるだけ情報開示を進めながら、市民の

皆さんの御理解をいただけるようにしたいと考

えております。 

○委員（亀田英雄君） よかですか。 
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○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） そのくらいの話かな

と、そんくらいでよかかもしればってんですた

い、先ほど事務方の責任者、副市長の話も出た

っですが、あんな話ばしてもやっぱここに来ら

して話ばすることもないし、何なっと責任のと

り方というとがあっとじゃなかですか。そし

て、その前へそれから進んでいかんばですた

い。この責任は誰にあっとかっていうとば明確

にせんばんとじゃなかとですかね。それは部長

とか室長とかにあわせるわけじゃなかですも

ん。それは一番大将がでてきてからですたい。

身を挺してそればすっとが大将の仕事だろうと

思うばってん。これだけ市民の非難を浴びなが

らですたい、市長は何しよっとかて、市長に対

してのえらい大変な不満が市内にあふれており

ますよ。いち早くこっばどげんかして前に進め

るためには、誰かが責任とってですばい、責任

の所在を明確にせんば、わからんと思うばって

ん。どうですか。そげんことについては、行政

はどのようにお考えですか。何で先ほど副市長

の話ばしたのに、出てこらっさんとですか。私

は議会軽視も甚だしかと思っとる。こん一番初

めの会議に、こんくらいのことでお茶を濁すの

なんのと言うとは甚だ失礼ですよ。ちゃんとす

ればよかっですたい。どうぞ。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） 私がさっき言ったよう

に、副市長が来て説明をしたら、おわびをした

らどんなですか。でないと、この委員会終わら

んですよ。それだけの責任があっとですよ、副

市長、市長は。市長は外国行っとるとでしょ

う、今。この委員会ば開くとに。こういう危機

感を持たんとですか、副市長は。市長がおらん

ば、自分で説明するって、あんたたちばっかに

負わせて、それでよかっか。決裁しとっとは、

副市長、市長でしょう。あんたたちが勝手にし

たっじゃなかっでしょうが。決裁が要っとでし

ょうが。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい、お二方の委員もございますが、先

ほど部長が申し上げましたとおり、この制度設

計につきましては、３月、５月、議会にも御報

告させていただきまして、委員の方々の御意見

も取り入れたとこで、一部変更もさせて、実施

をさせていただいております。 

 その制度設計につきましては、市長、副市長

にも相談させていただいております。きょうは

経済企業委員会で状況報告と結果報告というこ

とで、市長、副市長とも協議させていただきま

して、委員の皆様方、ひいてもその市民の皆様

方に丁寧に御説明するようにというふうに言わ

れておりますので、きょうは我々のほうで説明

させていただきたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） そんなら次回を待ちま

す。説明来られるようお願いします。 

○委員長（増田一喜君） ほかには何か質問あ

りますか。 

 はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。ちょっと質問さ

せてください。 

 だいぶですね、今後どうするのかっていう話

までにもう行っとったですけれども、ちょっと

確認したいことがありまして、まず整理券、先

ほど亀田議員からもありましたけれども、整理

券がどっから降って湧いて出てきたか、ちょっ

とわからぬとですけれども、その責任の所在と

いうのはどこにあるんですか。誰が許可して、

それを出したのかと。まず１点目。 

○委員長（増田一喜君） いいですか、答え

て。 

○委員（野﨑伸也君） どうぞ、お願いしま
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す。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。整理券につきまし

ては当初から予定をしておりました。それは、

会場内に入ってまで隊列を維持するというのは

大変ですので、場内の整理用ということで整理

券をお配りし、あとは会場内で列を解消してで

すね、ゆっくりお待ちいただいて番号順にお呼

びするというような形で、場内整理用としての

整理券として、まずは準備をいたしました。そ

して、万が一行列ができ、その列が長くなるよ

うであれば、もし天気次第では熱中症とかそう

いった関係もございますので、そういった行列

を解消するために、場合によっては場外の方々

にも整理券をお配りしようというようなことで

計画は当初からしておりました。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。わかりました。

当初からのということですので、もちろん市長

もですね、そういった方も御理解されていたん

だろうというふうに思うとですけれども。 

 あと、聞くところによれば、その正直にです

ね、もうなくなったけん帰りなっせって言った

ら、帰らした人もおらしたと。そういった中

で、逆にですね、残った人たちがですね、に対

しては何か配られたとか、そういった不公平感

があるような話もですね、聞いたんですけれど

も、そこら辺についてはどやんふうに考えてお

られるのか、その不公平感というと、不公平と

いうようなところはですね、やっぱり行政とし

ては一番やるべきところじゃない部分ですん

で、そういったところに対する責任とかって、

誰がそういったことをやろうと言ったのか。誰

なんですか。責任者は誰なんですか。 

○委員長（増田一喜君） 嶋田課長補佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） ２０００人で打ちどめを

して、完売表示を出しました。そして、その

後、御説明、先ほどしましたように、２０００

人の方々の整理券配付時には行列の解消をお願

いしました。 

 しかしながら、２０００名の方々もせっかく

並んだんでというような部分もあってですね、

余り隊列が崩れませんでした。それ以降、２０

００名から以降の方々について、ハンドマイク

を持ってですね、数名で告知に回りましたけど

も、この広大な市役所の敷地いっぱいに行列が

できておりまして、なかなかハンドマイクで周

知が行き届かずにですね、行き届かない部分で

行列があるので、その後ろに後ろにという形で

行列が膨れ上がりました。 

 で、販売完売のアナウンスをしました折に

も、最初はぱらぱらと何名か抜けられました

が、その後やっぱり先着順じゃないかというこ

とで並んだ者についてはちゃんと整理券を配る

べきではないかと、さまざまな御意見がありま

して、一応行列の解消をお願いして回ったんで

すが、結果的に周知も行き届かなかったという

部分はあるんですが、さらに行列が膨れ上がる

ばかりというところで、その間、３０分ぐらい

でしたでしょうか、再度じゃあ翌日分の整理券

を配ろうとした段階で、そのタイムラグの間に

ですね、素直にお帰りいただいた皆様方が、結

果的に翌日の整理券を入手することができなか

ったということになってしまいました。この判

断がおくれたこと、これが全てでございまし

て、大変市民の皆様には御迷惑をおかけした次

第でございます。申しわけありませんでした。

その状況については、私のほうで状況報告をし

て、行列解消すべきじゃないかということで申

し上げたとこでございます。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。誰に責任がある

のかというところを、まずちょっとお聞きした
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かったんですけれども、そこに部長はおられた

んですかね。部長はそういった、もうきょうは

販売が終わったというような話と、整理券、並

んどるけん解消せんけんが、また整理券さらに

プラスして渡しますよというような話ば、どこ

まで自分の判断でされたのか、それ以上の上の

判断があったのかどうかっていうのをお聞きし

たいんですけど。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい、繰

り返しになりますけども、当日のですね、整理

券配付しても行列が解消しないというような状

況の中でですね、体調の不良者の発生とか、あ

るいは周辺道路関係ですね、渋滞したりとか、

あるいは緊急車両の通行の妨げになったという

ことで、大変危険な状況になったということ

で、まずはこの安全を最優先するというような

形でですね、やむを得ず次の日の整理券も配っ

てですね、やったということなんですが、その

間に時間の差がございまして、完売というよう

な周知もした中で、皆さん諦めて帰った方もい

らっしゃいます。で、その後、整理券を配った

間にちょっと時間の差がありまして、ちょっと

不公平さに欠けたというようなところは、これ

は認めざるを得んかなというふうに思います

が、先ほどもお話ございましたように、そうい

ったその外の状況等も勘案しながらですね、我

々執行部、私も含めてですけれども、いますの

で、そこの中で、ここはもう券を配って解消し

たほうがいいんじゃないかというようなところ

で決定したというようなところでございます。

ですから、執行部の中で、全体で協議して決め

たというようなところが事実でございます。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。執行部の中で協

議して決められたと、配付したという話なんで

すが、それについて市長後日何かお話はあった

んですか、御報告されて。副市長、市長から何

かお話はありましたか。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい、ち

ょっとそこの確認がですね、定かでないという

かですね、あの、報告はもちろんしたと思いま

す。その後の感想について、ちょっと済いませ

ん、ちょっと聞いておりませんというか、確認

とれてません。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。市長、副市長が

ですね、ほんとにそういった話を聞いて、不公

平感に欠けたよねというようなお話は多分あっ

たんじゃなかろうかというふうに私は思うんで

すけどね。なからんばちょっとおかしいなとい

うふうに思うんですけど。 

 ちょっと別の質問をさせてください。７月の

１９日にですね、熊日新聞のほうにですね、報

道か、報道というか公務員の方からの投稿とい

うようなことで記事があったんですけれども、

その中に非常にですね、詳細にですね書かれて

いる部分があるんですよ。６２０万円分購入し

た方も見受けられるという中で、非常に詳しく

合致してるんですよね、やっぱ情報がどっから

出てるのかわからないんですけれども、きょう

出されたやつと。 

 そういった関係から言って、先ほど亀田議員

からもインサイダーとかって話もあったんです

けれども、何かこう、情報のですよ漏洩じゃな

いですが、ここで報告されるのが一番最初じゃ

ないのかなと私は思ってたんで。何でこんなん

もう既にきちんとしたものがわかってるのかな

というふうに、ちょっと不思議に思うんです

が、その件についてはどういうふうに考えてお

られます。もちろん読まれていると思うんです

けども、この記事も。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 
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○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい。発売間もなくで、

発売終了して間もなく熊日の新聞にですね、６

２０冊購入という記事が載っております。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） いやだから、そういっ

た、どこからそういったものの情報が漏洩した

んですかねって、そういうところまで何か調査

とかっていうのはされていないんですかってい

う話なんですよ。 

 後は、そういった情報を漏洩しないようにと

いうようなこととか、統制という部分では、市

役所はどうなってるんですかというようなお話

なんですよ。ちゃんとできてないんじゃないで

すかって。 

○委員長（増田一喜君） はい、嶋田課長補

佐。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） ７月９日熊日朝刊のほう

でですね、６２０万購入者がいたという記事が

出ております。で――。（委員長増田一喜君

「どこから出たんだろうかという質問ですけ

ど」と呼ぶ） 

 ええと、この６２０万の情報につきまして

は、いろいろとうわさが出ておりまして、１０

００万、２０００万とかというお話の中でです

ね、私どものほうで調査した結果のところの上

限額をですね、取材に応じたわけでございま

す。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

取材に応じられたということで、理解したいと

思います。 

 で、結局ですね、いろいろともう質問もです

ね、結構出たんですけど、最終的に今後の対応

についてというところでですね、まあ何点かで

すね、ちょっと話の中で、質問の中でそういっ

たものが出たんですけれども、結局のところ、

その何をいつまでするのかというのが見えない

んですよ。池田部長として、役所として、どう

いうふうなことをするのか、今後。どういった

ことをいつまで対応するのか、で、いつ報告、

どういった場所で報告するのか、それを。そう

いうものをきょう私は求めてたんですよ。資料

にちゃんとこういうことをやりますとかです

よ、そういうようなものを配っていただけるの

かなというふうに思ってたんですけど、それが

ないんですよ、何も。ただ、話の質問の中で出

てきただけであって。何をされるんですか。い

つされるんですか。報告はいつなんですか。こ

れ、だってもう換金が始まっているのであっ

て、使われてる方たくさんいらっしゃる中でで

すよ、まずこの大量に購入された方について

は、もう既に話をしてきちんと調べていかぬ

と、もうどやんもできぬごっなるでしょう、急

いで対応せんと。とりあえずいつにいつまでに

どういうことをやるとかっていうのを、まず出

さんといかぬのじゃないですか、市民に対して

も。どの場で報告しようというふうに考えてお

られますか。この委員会で終わりっていうよう

なことじゃないですよね、もちろん。 

○委員長（増田一喜君） 時間に余裕がありま

すか。（｢小会しよ」と呼ぶ者あり）はい、小

会します。 

（午後３時１９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３７分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 それでは、いろいろと御質問、御意見あるよ

うですが、このまま行っても限りがないような

状態ですので、一旦きょうの経済企業委員会の

質問はこれで終わりまして、次回に回したいと

思います。御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい、それではその
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ようにいたします。 

 で、日程のほうはまた後日各委員さんにお尋

ねいたしまして、調整いたしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上でスーパー元気券の販売状況

と結果についてを終了します。 

 ほかに当委員会の所管事務調査について、何

かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。ないようで

す。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって経済企業委員会を散会いたしま

す。 

（午後３時３８分 閉会） 
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